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１　施設の概要

～

人 人 人

設置目的 　スポーツの普及振興を図り、もって県民の心身の健全な発達に寄与する。

県の施策上の
施設の位置付け

指定管理業務の内容

自主事業の内容

(１)一般利用者による家族対抗ビーム射撃大会
(２)岩城小学校でのビームライフルの出前射撃教室

※単年度維持管理・運営費が１億円以上の公募施設について、民間事業者の意見を参考に運営手法や
   公募要件を検討するため、指定期間終了の３年前にサウンディング（官民対話）を実施する。

その他経費 2,113 2,237 2,361 2,288 2,617

差　引 ▲ 239 1,093 1,855 2,883 2,919

修繕費 87 631 292 137 260
外部委託費 549 581 633 698 466

人件費 9,984 8,400 7,573 6,765 7,118
光熱水費 599 731 961 917 350

その他収入 8 10 23 65

支出　計 13,332 12,580 11,820 10,805 10,811

利用料金収入
指定管理料 13,093 13,665 13,665 13,665 13,665

千円

直近５年の収支決算（単位：千円） Ｒ２ Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５ Ｒ６

収入　計 13,093 13,673 13,675 13,688 13,730

直近３年の年間利用収入 Ｒ４ 532 千円 Ｒ５ 422 千円 Ｒ６ 292

サウンディング実施対象施設※ ×

指定期間 R3.4.1 R8.3.31

営業期間・時間 通年(月曜日と12/29～1/3を除く)　午前９時から午後５時

(1) 射撃場に係る使用の許可、使用の許可の取り消し並びに使用の制限及び停止に関
する業務
(2) 射撃場の施設及び施設の維持管理に関する業務
(3) 射撃場の利用を通じたスポーツの普及振興に関する業務

直近３年の年間利用者数 Ｒ４ 2,252 Ｒ５ 1,554 Ｒ６ 1,435

　射撃競技大会の開催や競技者のトレーニング施設として、本県の競技力向上や次世
代アスリートの発掘・育成、県民の多様なスポーツ活動の促進を図る。

施設の面積 敷地面積 5,430.36㎡、建床面積 1242.26㎡、延床面積 2,449.49㎡

主な設置施設 ライフル棟、ポンプ室

料金制 無 (指定管理料制)

料金設定 別紙資料等による

指 定 管 理 者 一般財団法人秋田県総合公社

県 所 管 課 スポーツ振興 スポーツ施設 チーム

新秋田元気創造プランや各分野の個別計画等における施設の位置付け・目標
　「第４期秋田県スポーツ推進計画」に掲げる、本県の競技力向上等に資するとともに、
県内唯一の射撃競技の大会開催が可能な施設であり、ジュニア選手を含めた本県の競
技力の向上のほか、射撃競技の裾野拡大のための拠点となっている。

新秋田元気創造プランや各分野の個別計画等における目標を達成するための
取組として施設に求められているもの

指定管理者制度導入施設評価票

評価対象年度 令和６年度

施 設 名  秋田県立総合射撃場（ライフル射撃場） 設 置 年 平成

所 在 地 由利本荘市岩城道川字新田沢４３



２　観点ごとの評価

【ポイント】
　施設の設置目的（施設の目指す姿）を達成するための取組がなされ、その効果があったか。

○指定管理者による実績報告

＜観点Ⅰ＞の評価

令和６年度
の実績

直近３年
の実績

評
価
欄

県
（所管課） Ｃ 　６月上旬の落雷に伴う停電により、利用環境が制限され、一般利用者の減

少につながった。

実績 2,007 2,314 1,554

達成率 100.4% 115.7% 77.7%

令和７年度
目標 入場者数　1,700人

具体的な
取組と

その効果

【評価基準】次の基準により評価。基準によらず各区分に相当すると認められる場合は、コメント欄に理由を付すこと。
　また、施設の設置目的（施設の目指す姿）を達成するための、指定期間における運営方針・施設の利用目標につい
て、指定期間開始年度から評価対象年度までの達成状況をコメント欄に記載すること。
　Ａ：目標達成（数値目標の場合は100%以上）
　Ｂ：A及びC以外
　Ｃ：目標達成に向けて改善が必要（数値目標の場合は80%未満）

の目標
（設定根拠） 設定根拠

ライフル射撃協会による競技大会はすべて開催できたが、競技関係者による利
用が著しく減少するとともに、一般利用者の利用も減少しており、過去２年間の実
績を踏まえ、目標値を見直した。

※指標が複数ある場合は欄を適宜追加すること。

評価者 評価 コメント

指定管理者 Ｃ
利用者数の減少について、６月初旬の停電に伴う利用環境の制限や令和

７年１月と２月に施設閉鎖のほか、新型コロナウイルス感染症の終息に伴い、
小学校や中学校の団体利用が無くなったことが挙げられる。

ビームライフル射撃体験については、ホームページ等で事前予約を推奨する
案内を行ったことで、利用者に待ち時間なく施設を利用してもらうことができた。ま
た、6月上旬の落雷に伴う停電により、利用環境が制限された際には、各種媒体
による周知に努めたことで、利用者からの理解が得られた。

年度 Ｒ３年度 Ｒ４年度 Ｒ５年度

目標 2,000 2,000 2,000

＜観点Ⅰ＞　施設の設置目的（施設の目指す姿）の達成に関する取組

○指定期間における運営方針・施設の利用目標

（Ｒ６年度以降に指定管理を開始・更新する施設から基本協定書に定めることとなっているため、それまで
は記載不要）

○目標の設定（毎年度、県と指定管理者が協議の上、業務計画書に定める目標）

令和６年度
の目標

入場者数　2,000人

実績 1,435 達成率 71.8%



【ポイント】
　サービスの質を維持・向上するための具体的な取組がなされ、その効果があったか。

○指定管理者による実績報告

＜観点Ⅱ＞の評価

　（１）経費の低減
【ポイント】

○指定管理者による実績報告

　（２）収入の増加　※指定管理料制施設を除く
【ポイント】
　収入を増加するための具体的な取組がなされ、その効果があったか。

○指定管理者による実績報告

利用者満足度
令和６年度

の実績

利用者満足度
の状況

（直近３年）

評
価
欄

令和６年度
の実績

令和６年度
の実績

経費の
低減実績

経費に関しては、６月初旬の落雷による停電のため、令和７年１月と２月は射撃
場が閉鎖となりました。このため、前年度との単純な比較ができない状況であった
が、金額ベースでは昨年度と同じ経費で抑えることはできた。

具体的な
取組と

その効果

前年度同様、猛暑期にはスポットクーラーや扇風機の活用、厳寒期にはベニヤ
板やアクリル板による冷気の遮断対策を講じ光熱費や燃料費の低減に努めた。

※費用の総額では効果が計れない場合は、例えば利用者１人当たりの単価を算出する方法等も考えられる。

収入の
増加実績

具体的な
取組と

その効果

指定管理者 Ａ
アンケートの分析により、利用者の要望をできる限り実現できるよう努め、

ホームページについても知りたい情報がすぐに入手できるよう改善すること
で、満足度を維持することができた。

県
（所管課） Ａ

　６月上旬の落雷に伴う高圧ケーブル損傷による停電事故により、電力供給
対応として施設使用時間を制限しなければいけない中でも、丁寧な周知に
努めたことが利用関係者への満足度の維持につながった。

【評価基準】次の基準により評価を行う。基準によらず各区分に相当すると認められる場合は、コメント欄に理由を付す
こと。
　Ａ：満足度80%以上　　Ｂ：A及びC以外　　Ｃ：満足度60%未満

　施設の管理運営（指定管理業務）に関し、経費を効率的に低減するための十分な取組がなされ、その
効果があったか。

Ｒ３年度 Ｒ４年度 Ｒ５年度

97.7% 97.2% 95.2%

評価者 評価 コメント

＜観点Ⅱ＞　施設の有効性（利用者の満足度）の向上に関する取組

実績 97.4%

具体的な
取組と

その効果

競技利用者以外はほとんどが初めての利用となることから、利用者に対
する声がけに重点を置き、きめ細かな配慮をすることにより、アンケート調
査で高い満足度が得られた。



＜観点Ⅲ＞の評価

【ポイント】

○指定管理者による実績報告

＜観点Ⅳ＞の評価

令和６年度
の実績

①サービス向上の取り組みについて
　「お客様目線に立つこと」をサービスの基本とし、清潔で居心地が良く利便性に優れ
た施設環境の提供を目指して取り組んだ。
　また、利用者から寄せられたご意見を十分に検討し改善に努めながら施設運営に取
り入れ、よりお客様目線に近づく取り組みも行った。
②地域、関係機関、ボランティア等との連携の取り組みについて
　利用促進や適切な維持管理のため地域住民の理解と協力が得られるよう、地域住民
代表（総合射撃場周辺の環境を守る会）と県及び県立総合射撃場の三者による意見
交換会を定期的に行い、信頼関係の保持に努めた。
③職員の資質向上の取り組みについて
　公社の「社員研修実施要領」に基づいて作成した研修計画により、役職段階別に受
講する指定研修（顧客対応研修、コンプライアンス研修など）や、業務に必要な技能取
得の講習会へ参加するなど、資質向上に努めた。
　また、環境等が異なる社内他事務所への見学研修を通じて情報交換を行い、社員
相互の資質向上等に取り組んだ。
④安全管理及び緊急時対応の方策について
　施設内巡回点検を実施し、「作業日報」等を通じ社員間で情報の共有を図った。不
良箇所の発見時には、速やかに修繕または危険防止措置を行った。
　特に日常業務に潜む危険の察知については、社員の打ち合わせ等で危険個所の共
有を行い、事故予防の意識向上に努めた。
⑤個人情報を適切に管理するための取り組みについて
　個人情報保護法を遵守するとともに、公社で定めた「個人情報保護規程」を十分理
解し、個人情報の収集の制限や利用及び提供の制限など、厳正な管理を行ったほ
か、「コンプライアンス研修」を実施し社員の危機管理能力の向上に努めた。

評
価
欄

県
（所管課） Ｂ

　利用者への的確な情報提供、利用者の目線に立った施設の管理運営に
努めたことで、利用者満足度も高い水準が保たれ、概ね適正に運営されて
いる。

【評価基準】　Ａ：順調（改善点なし）、Ｂ：概ね順調（重大な問題点なし）、Ｃ：改善が必要（重大な問題点あり）
　県（所管課）の評価においては、モニタリング結果を踏まえて評価を行う。

評
価
欄

【評価基準】　次の基準により評価を行う。基準によらず各区分に相当すると認められる場合は、コメント欄に理由を付
すこと。
Ａ：（１）経費の低減、（２）収入の増加とも前年比で５％以上改善
Ｂ：A、C以外
Ｃ：（１）経費の低減、（２）収入の増加とも前年比で５％以上悪化

＜観点Ⅳ＞　公の施設にふさわしい適正な管理運営に関する取組

評価者 評価 コメント

指定管理者 Ａ

社員のレベルアップを目的とした研修の実施、利用者への的確な情報提供、冬期
間の落雪、凍結危険個所の注意喚起、通路や駐車場の除雪の徹底対応、利用者ア
ンケートや意見交換会の実施など、利用者の目線に立った施設の管理運営に努め
たことにより、利用者満足度も前年同水準を保った。また、個人情報保護規程の理
解、コンプライアンス研修の実施など、情報流出を防ぐ対応や危機管理能力の向上
にも確実に取り組んでおり、利用者が安心して来場できる環境を整えている。

　施設の管理運営（指定管理業務）の適切な実施に向けた具体的な取組がなされ、その効果が
あったか

評価者 評価 コメント

指定管理者 Ｂ
経費は光熱費の高騰や人件費の上昇等により、コストが上昇している状況ではある

が、電気や燃料の使用時間の短縮調整などにより前年度比で若干の増加で抑える
ことができた。

県
（所管課） Ｂ 　使用時間の短縮調整の取組を行うなど、経費節減に努めている。



【県の施策達成に向けた県所管課の施設運営に対する考え方】

※全施設記載

【外部有識者委員会による評価（提言）：令和６年度実施】　

※今年度評価対象施設は、外部有識者委員会終了後、行政経営課が記載の上で公表する。

 　（県の施策達成に向けた県所管課の施設運営に対する考え方を踏まえてコメントを記載）

【外部有識者委員会による評価（提言）を踏まえた今後の対応方針：令和６年度策定】

・既存のホームページやＳＮＳについては、ＳＥＯ対策をはじめとした見直しを検討する。
・県内外の競技団体等と連携・協力し、各団体のホームページ等を通した周知（当施設のリンク貼付等）を
はかる。
・より広い年齢層・地域を視野に入れた新規の体験教室等の実施を検討する。

・施設を周知することで利用者数の増加が期待できる施設であると推察されることから、ホームページの見
直しやＳＮＳ発信による県内外への周知強化等について要検討。
・射撃教室等による体験機会の増加に関する取組を要検討。

・当該施設の周知強化について、指定管理者と連携して取り組んでいただきたい。

・指定管理者と連携し、県（所管課）で運用するホームページやＳＮＳにおいて、施設及びイベント等の周知
を行う。

○県の施策達成に向けた施設運営について

今後の対応方針

指定管理者（施設の管理運営等について今後の対応方針を記載）

県所管課（県の施策達成に向けた施設運営等について今後の対応方針を記載）

○県の施策の達成状況（施設を運営することで、県の施策がどの程度達成されたか等）

○施設運営の課題

○今後の方向性（県の施策の達成状況や課題を踏まえて、今後所管課としてどのように対応していくか等）

評価（提言）

○施設の管理運営状況について（＜観点Ⅰ＞～＜観点Ⅳ＞に対するコメントを記載）

　大規模な射撃競技大会の開催や競技者のトレーニング利用等を通じ、本県の競技力の向上に貢献して
いるほか、チラシやホームページ等によるＰＲを行い、競技経験者以外の利用者の拡大を図るなど、射撃競
技の裾野拡大や県民の多様なスポーツ活動の促進している。

　築後約30年が経過し、施設や設備機器等の経年劣化が見られることから、計画的に修繕・更新を行う必
要がある。また、学校行事や大規模大会開催等の活用機会の減少が見込まれており、今後の利用者増加
や収益力向上が課題となっている。

　人命に関わる事項や法令規定等優先事項に則り、計画的な修繕・改修計画を立て、指定管理者や関係
団体と適切な機器更新について協議し、設備機能の維持・向上に努める。また、施設の効果的な運営を行
いながら、県民利用の促進により、射撃競技の競技力向上やスポーツの裾野拡大を図るとともに、競技経
験者以外を含めた施設の利用促進に向けて、予約システム等の環境整備を行う。また、施設の持続的な運
営を目指し、民間ノウハウの活用や収益力の向上を図るため、令和８年度から利用料金併用制を導入する
ほか、情勢に応じた利用料金の引き上げを行うこととしている。



【今後の対応方針の進捗状況について】

※今後の対応方針策定済みの施設について、策定翌年度の評価対象年度から記載

今後の対応方針の進捗状況

指定管理者（施設の管理運営等について今後の対応方針に係る進捗状況を記載）

県所管課（県の施策達成に向けた施設運営等について今後の対応方針に係る進捗状況を記載）








